
令和 3年度  事 業 報 告 書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 水未来人

1 事業の成果
令和 3年度は、伊豆半島の海を主な活動場所として、海辺の環境教育と環境保全事業を展開した。
また、都内プールを主な活動場所として実施 して水泳事業・安全教育事業を行った。
障がい者が積極的に参加できるように各事業を実施するとともに、障がい者・健常者 との交流を深め
障がい者の社会参加を計った。

2 事業の実施に関する事項

特定非営利活動の係る事業

事業名 事 業 内 容
実 施

日 時

実 施

場 所

従事者

の人数

受益対象者

の範囲及び

人   数

事業費の

金額

(千 円)

海辺及び水辺
の環境教育・環
境保全事業

主に子供・親子を対象 に自

然体験活動を通 じて 自然保

護・環境保全の意識 を身に

付けるプログラムを実施 し

た。

8月 1.14日

の計2回

伊豆半島の

海辺

6人 環境や 自然に関
心のある子供・

親子対象
21人

285

浜辺の漂着海藻の定点観測
と「海藻おしばつくり」から

環境保全の大切さを学ぶ講
習会を開催 した。

2月 19日

2月 26日

3月 4日

3月 19日

3月 27日

の計5回

伊豆半島の

海辺

10人 環境教育・ 環境

保全に関心のあ

る人一般市民
12人

47

海を身近に感 じ、環境保全
の意識を高めるための講座
や広報活動を開催 した。

4月 29日 ～

5月 31日

6月 3～ 3́0日

7月 1～31日

8月 26.27日

11月 7日

2月 5日

の計96回

静岡県伊東市

東京都板橋区

22人 環境教育 。環境
保全に関心のあ
る子ども 。一般
市民

300人

69

指導者育成や
環境教育・環境
保全事業 に関
わ る相談・ 支
援・派遣事業

学校関係や 自治体向けの
「スキンダイビング教室」
で環境教育・ 自然体験活動
のプログラムを受話 。開催
する。

5月 17.31日
6月 6.13.20
日

3月 14日

の計6回

学校法人
井之頭学園

10人 環境教育、自然
体験活動に関心
のある一般市民
115人

15



書式第 13号 (法第 28条関係)

令和3年度 活動計算書
特定鼻営利活●法人 水未来人
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(1)海辺及び水辺の環舞教育・環舞保全事彙収益
(2)量内水城、又は屋外水壌における水泳事業事業収益
(3)海辺及び水辺の安全教育事秦収益
(4)海辺及び水辺の活動を轟して障害者の社会参加を回る事桑収益
⑤ 指導者育成や環境教育・環魔保全事業に日わる相餞・支猥。派遣事業

4

正会員受取会費
費助会員受取会費

受取寄附金
菫餃等受入評傷益

受取柏助金
受取助威金
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麟自金
会饉費
消耗品費
増代家賃
水道光熟費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
湾設使用費
鴻 嗣 費
研修費
保険代

会腱費
消耗品費
地代家賃
水道光熱費
轟僣運搬費
印刷製本費
旅費交ヨ費
減饉償却費
研修費
保険代
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書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和3年度 貸借対照表
特定非営利活動法人 水未来人
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車両運搬具
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16 28

令和3年度  計算書類の注記

特定非菫型量塾法人 水未来人

重要な会計方針
計算書類の作成は、 NЮ法人会計基準 (a10年 7月 20日  2011年 11月 20日 一部改正 MЮ法人会計基準協会)

によつています。

2.事 業別損益の状況

科 目
環‐境教育事業 水泳事業 安全教育事業 障害者事業 支援事業

事業部門計 管理部門 合計
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15,284
115,584

369,129
515,929

25,559
25,559

394,688
541,488

-121,694 217,940 96.246 43,942 140,188

I 経常収益
1.受取会費
2.受取寄附金
3.受取助成金等
4.事業収益
5.その他収益
経常収益計

Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当
退磯給付費用
福利厚生費
人件費計
会議費
旅費交通費
施設費
通信運搬費
印刷製本費
消耗品費
研修費
雑費
その他経費計

経常費用計

当期経常増減額



書式第 17号 (法第 28条関係 )

令和3年度 財産目録

令和4年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 水未来人

(単位 :円 )

科
日
【 金 額

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

手元現金

三菱東京TJ銀行普通預金

ゆうちょ銀行普通預金

未収金

金

計

収

・

未

合

業事

産流 動 資

2 固定資産

(1)有形固定資産

有形固定資産計

(2)無形固定資産

無形固定資産計

(3)投資その他の資産計

投資その他の資産計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払金

流 動 負 債 合 計

2 固定負債

長期借入金

銀行借入金

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

正 味 財 産

72,862

96,391

7,648
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書式第 1号 (法第 10条 。第 23条関係)

設立・役員変更用

役 員 名 簿 (役員名級 び役員のうち報酬を受ける者の名簿)

特定非営利活動法人_」gE菫人______

1 確認事項 (法第 20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

Z以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

Z各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
(ど ちらかにO)

(フ リガナ)

報酬の有無
(ど ちらかにO)

役職名等
氏    名

1 有 理事長
矢作 裕子

2

ミノシマ エリ

有 副理事長
蓑島 恵利

3

イノウエカズュキ

有

井上 一幸

4 監 事

タキザフキョウコ

有

滝澤 京子

5

ヤハギタカアキ

有

矢作 貴晃

6 ・監事
フダ サ トン

有

和 田 智

7

/~｀ ヽ

理事 肇ヽ:フ

)-)lr-? ->r, = 有

長島 茂邦

8 理事・監事 有 征

9 理事・監事 有 征

10 理事 。監事 有 征

/~ヽ
便竺フ・監事

~́ヽ

く壁ジ・監事

/´
｀
ヽ

く:3)監事

間:当
ヽヽ´/

 ́ ヽ

使窒ジ
・監事

(理事
ヽ__/



書式第 19号 (法第 28条関係 )

社員のうち10人以上の者の名簿

令和4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人水未来人

氏    名

1
矢 作 裕 子

2 蓑 島 恵 利

3 佐 野 敏 勝

4
滝 澤 京 子

5 伊 藤 久 美 子

6 矢 作 貴 晃

7 和 田 智

8 長 島 茂 邦

9
井 上 一 幸

10 林 理 恵 子


